
雑

報

○
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

消
防
防
災
課)

一

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
七
日

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
長

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程

(

平
成
四
年
十
月
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

出
納
事
務
局
長｣

を

｢

会
計
管
理
局
長｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

総
合
司
令
部
付
各
班｣

を

｢

総
合
指
令
部
付
各
班｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

企
画
・
地
域
振
興
部

三

新
社
会
推
進
部

四

保
健
医
療
介
護
部

五

福
祉
労
働
部

六

環
境
部

七

商
工
部

八

農
林
水
産
部

九

県
土
整
備
部

十

建
築
都
市
部

十
一

会
計
管
理
部

第
七
条
第
七
項
中

｢

班
員｣

の
下
に

｢

に
つ
い
て｣

を
加
え
、

｢

部
長｣

を

｢

公
安
部
長｣

に
改
め

る
。第

八
条
第
五
項
中

｢

に
は
消
防
防
災
安
全
課
長
を
、｣

を

｢

及
び｣

に
、

｢

県
民
情
報
広
報
課
長
を

｣

を

｢

別
表
第
二
に
掲
げ
る
課
長
を
、
班
員
に
は
両
班
長
の
所
属
す
る
課
に
勤
務
す
る
職
員
を
も
っ
て

充
て｣

に
改
め
、

｢

臨
時
の
班
の
班
長
に
は
本
部
長
が
指
名
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
、
総
括
班
及
び

広
報
班
の
班
員
に
は
そ
れ
ぞ
れ
各
班
長
の
所
属
す
る
課
に
勤
務
す
る
職
員
を
、
緊
急
初
動
班
、
災
害
情

報
セ
ン
タ
ー
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
及
び
臨
時
の
班
の
班
員
に
は
本
部
長
が
指
名
す
る
職
員｣

を

｢

臨
時
の
班
の
班
長
及
び
班
員
に
は
本
部
長
が
指
名
す
る
職
員｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

総
合
指
令

部
付
総
括
班｣

を

｢

総
括
班｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中

｢

別
表
第
三
に
よ
り
定
め
た｣

を

｢

前
項
に
定
め
る｣

に
改
め
、

｢

又
は｣

を
削

り
、

｢

所
掌
さ
せ
る｣

を

｢

所
管
さ
せ
、
又
は
臨
時
の
部
及
び
班
を
置
く｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中

｢

う
け｣

を

｢

受
け｣

に
改
め
、
第
九
項
中

｢

前
項
に
定
め
た｣

を

｢

前
項
に

定
め
る｣

に
改
め
、｢

又
は
前
項
に
よ
り
定
め
た
班
の｣

を
削
り
、

｢

若
し
く
は｣

を

｢

又
は｣

に
改

め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

藤
波
ダ
ム
建
設
土
木
建
築
班

福
岡
県
藤
波
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
管
轄
区
域

五
ケ
山
ダ
ム
建
設
土
木
建
築
班

福
岡
県
五
ケ
山
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
管
轄
区
域

伊
良
原
ダ
ム
建
設
土
木
建
築
班

福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
管
轄
区
域

苅
田
港
務
土
木
建
築
班

福
岡
県
苅
田
港
務
所
の
管
轄
区
域

流
域
下
水
道
土
木
建
築
班

福
岡
県
流
域
下
水
道
事
務
所
の
管
轄
区
域

第
十
二
条
の
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
の
四
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中

｢

災
害
対
策
本
部｣

を

｢

本
部｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中

｢

う
け｣

を

｢

受
け｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を

｢
(

警
戒
地
方
本
部)

｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
七
項
中

｢

う
け

｣

を

｢

受
け｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

…
…
…
…
…
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第
二
十
一
条
の
見
出
し
を

｢
(

警
戒
本
部)

｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項
中

｢

う
け｣

を

｢

受
け｣

に

改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
警
戒
本
部
及
び
警
戒
地
方
本
部
の
設
置
基
準)

第
二
十
一
条

本
部
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
福
岡
県
災
害
警
戒
本
部

(

以
下

｢

警
戒
本
部｣

と
い
う
。)

及
び
該
当
す
る
地
域
内
の
福
岡
県
災
害
警
戒
地
方
本
部

(

以
下

｢

警
戒
地
方
本
部｣

と
い

う
。)

を
設
置
す
る
。

一

福
岡
県
内
に
大
雨
警
報
又
は
洪
水
警
報
が
発
表
さ
れ
た
と
き
。

二

前
号
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
福
岡
県
内
に
暴
風
、
高
潮
等
の
警
報
が
発
表
さ
れ
、

既
に
人
的
被
害
、
家
屋
被
害
等
が
発
生
し
、
又
は
今
後
の
気
象
見
通
し
等
に
よ
り
そ
の
発
生
が
予

想
さ
れ
る
と
き
。

三

福
岡
県
内
に
震
度
五
弱
の
地
震
が
発
生
し
た
と
き
。

四

福
岡
県
内
に
津
波
警
報
が
発
表
さ
れ
た
と
き
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
前
後
の
気
象
状
況
、
災
害
発
生
状
況
、
突
発
的
災
害
の

発
生
等
に
よ
り
、
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
。

２

本
部
長
は
、
前
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
緊
急
初
動
班
を
設
置
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

(

第
七
条
関
係)

注

副
部
長
が
二
人
以
上
あ
る
部
に
お
い
て
、
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
部
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
部
長
が
指
名
す
る
者
が
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。

別
表
第
二

(

第
七
条
、
第
八
条
関
係)
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���� ��� �

部

名

部

長

副

部

長

総

務

部

総

務

部

長

総

務

部

次

長

私
学
学
事
振
興
局
長

企
画
・
地
域
振
興
部

企
画
・
地
域
振
興
部
長

企
画
・
地
域
振
興
部
次
長

空

港

対

策

局

長

新
社
会
推
進
部

新
社
会
推
進
部
長

新
社
会
推
進
部
次
長

国

際

交

流

局

長

保
健
医
療
介
護
部

保
健
医
療
介
護
部
長

保
健
医
療
介
護
部
次
長

医

監

福

祉

労

働

部

福

祉

労

働

部

長

福
祉
労
働
部
次
長

労

働

局

長

人
権
・
同
和
対
策
局
長

環

境

部

環

境

部

長

環

境

部

次

長

商

工

部

商

工

部

長

商

工

部

次

長

農

林

水

産

部

農

林

水

産

部

長

農
林
水
産
部
次
長

水

産

局

長

県

土

整

備

部

県

土

整

備

部

長

県
土
整
備
部
次
長

水

資

源

対

策

長

建

築

都

市

部

建

築

都

市

部

長

建
築
都
市
部
次
長

会

計

管

理

部

会

計

管

理

局

長

会
計
管
理
局
会
計
課
長

企

業

部

企

業

局

長

企

業

局

次

長

教

育

部

教

育

長

教

育

次

長

公

安

部

警

察

本

部

長

警

備

部

長

名

称

班

名

班

長

総

合

指

令

部

総

括

班

消

防

防

災

課

長

広

報

班

県
民
情
報
広
報
課
長

総

務

部

秘

書

班

秘

書

室

長

行

政

経

営

企

画

班

行
政
経
営
企
画
課
長

人

事

班

人

事

課

長

財

政

班

財

政

課

長

税

務

班

税

務

課

長

財

産

活

用

班

財

産

活

用

課

長

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
班

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
課
長

シ

ス

テ

ム

管

理

班

シ
ス
テ
ム
管
理
課
長

私
学
学
事

振

興

局

学

事

班

学

事

課

長

私
学
振
興
班

私

学

振

興

課

長

東

京

連

絡

班

東

京

事

務

所

長
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総

合

政

策

班

総

合

政

策

課

長

企
画
・
地
域
振
興
部

広

域

地

域

振

興

班

広
域
地
域
振
興
課
長

市

町

村

支

援

班

市
町
村
支
援
課
長

情

報

政

策

班

情

報

政

策

課

長

調

査

統

計

班

調

査

統

計

課

長

空
港
対
策
局

空
港
整
備
班

空

港

整

備

課

長

空
港
計
画
班

空

港

計

画

課

長

新
社
会
推
進
部

社

会

活

動

推

進

班

社
会
活
動
推
進
課
長

青

少

年

班

青

少

年

課

長

県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
班

県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
長

男
女
共
同
参
画
推
進
班

男
女
共
同
参
画
推
進
課
長

生

活

安

全

班

生

活

安

全

課

長

国
際
交
流
局

交
流
第
一
班

交

流

第

一

課

長

交
流
第
二
班

交

流

第

二

課

長

保
健
医
療
介
護
部

保
健
医
療
介
護
総
務
班

保
健
医
療
介
護
総
務
課
長

健

康

増

進

班

健

康

増

進

課

長

保

健

衛

生

班

保

健

衛

生

課

長

医

療

指

導

班

医

療

指

導

課

長

薬

務

班

薬

務

課

長

医

療

保

険

班

医

療

保

険

課

長

高

齢

者

支

援

班

高
齢
者
支
援
課
長

介

護

保

険

班

介

護

保

険

課

長

福

祉

労

働

部

福

祉

総

務

班

福

祉

総

務

課

長

子

育

て

支

援

班

子
育
て
支
援
課
長

児

童

家

庭

班

児

童

家

庭

課

長

障

害

者

福

祉

班

障
害
者
福
祉
課
長

保

護

・

援

護

班

保
護
・
援
護
課
長

労
働
政
策
班

労

働

政

策

課

長

新
雇
用
開
発
班

新
雇
用
開
発
課
長

労
働
局

職
業
能
力
開
発
班

職
業
能
力
開
発
課
長

人
権
・
同

和
対
策
局

調

整

班

調

整

課

長

環

境

部

環

境

政

策

班

環

境

政

策

課

長

環

境

保

全

班

環

境

保

全

課

長

循
環
型
社
会
推
進
班

循
環
型
社
会
推
進
課
長

廃

棄

物

対

策

班

廃
棄
物
対
策
課
長

監

視

指

導

班

監

視

指

導

課

長

自

然

環

境

班

自

然

環

境

課

長

商

工

部

商

工

政

策

班

商

工

政

策

課

長

中

小

企

業

振

興

班

中
小
企
業
振
興
課
長

中
小
企
業
経
営
金
融
班

中
小
企
業
経
営
金
融
課
長

国

際

経

済

観

光

班

国
際
経
済
観
光
課
長

新
産
業
・
技
術
振
興
班

新
産
業
・
技
術
振
興
課
長

工

業

保

安

班

工

業

保

安

課

長

企

業

立

地

班

企

業

立

地

課

長

農

林

水

産

部

農

林

水

産

政

策

班

農
林
水
産
政
策
課
長

農

山

漁

村

振

興

班

農
山
漁
村
振
興
課
長

農
林
水
産
物
安
全
班

農
林
水
産
物
安
全
課
長

団

体

指

導

班

団

体

指

導

課

長

園

芸

振

興

班

園

芸

振

興

課

長

水

田

農

業

振

興

班

水
田
農
業
振
興
課
長

経

営

技

術

支

援

班

経
営
技
術
支
援
課
長

畜

産

班

畜

産

課

長

農

村

整

備

班

農

村

整

備

課

長

林

業

振

興

班

林

業

振

興

課

長

森

林

保

全

班

森

林

保

全

課

長



注

公
安
部
に
つ
い
て
は
、
公
安
部
長
が
別
に
定
め
る
。

別
表
第
三

(

第
十
条
関
係)
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漁
業
管
理
班

漁

業

管

理

課

長

水
産
局

水
産
振
興
班

水

産

振

興

課

長

県

土

整

備

部

県

土

整

備

総

務

班

県
土
整
備
総
務
課
長

企

画

交

通

班

企

画

交

通

課

長

用

地

班

用

地

課

長

道

路

維

持

班

道

路

維

持

課

長

道

路

建

設

班

道

路

建

設

課

長

河

川

班

河

川

課

長

河

川

開

発

班

河

川

開

発

課

長

港

湾

班

港

湾

課

長

砂

防

班

砂

防

課

長

高

速

道

路

対

策

班

高
速
道
路
対
策
室
長

水

資

源

対

策

班

水
資
源
対
策
課
長

北
部
福
岡
緊
急
連
絡
管
建
設
班

北
部
福
岡
緊
急
連
絡
管
建
設
室
長

建

築

都

市

部

建

築

都

市

総

務

班

建
築
都
市
総
務
課
長

都

市

計

画

班

都

市

計

画

課

長

建

築

指

導

班

建

築

指

導

課

長

公

園

街

路

班

公

園

街

路

課

長

下

水

道

班

下

水

道

課

長

住

宅

計

画

班

住

宅

計

画

課

長

県

営

住

宅

班

県

営

住

宅

課

長

営

繕

設

備

班

営

繕

設

備

課

長

会

計

管

理

部

会

計

班

会

計

課

長

企

業

部

管

理

班

管

理

課

長

総

務

班

総

務

課

長

財

務

班

財

務

課

長

文

化

財

保

護

班

文
化
財
保
護
課
長

企

画

調

整

班

企

画

調

整

課

長

社

会

教

育

班

社

会

教

育

課

長

教

育

部

教

職

員

班

教

職

員

課

長

施

設

班

施

設

課

長

高

校

教

育

班

高

校

教

育

課

長

義

務

教

育

班

義

務

教

育

課

長

人
権
・
同
和
教
育
班

人
権
・
同
和
教
育
課
長

体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
班

体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
長

名

称

班

名

分

掌

事

務

総

括

班

一

本
部
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

二

各
部
及
び
地
方
本
部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

三

本
部
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

四

防
災
会
議
、
政
府
、
他
府
県
そ
の
他
関
係
機
関

と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

五

市
町
村
の
災
害
応
急
対
策
に
つ
い
て
の
必
要
な

指
示
に
関
す
る
こ
と
。

六

災
害
対
策
基
本
法

(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号)

に
基
づ
く
諸
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

七

自
衛
隊
の
派
遣
要
請
及
び
協
力
機
関
の
協
力
要

請
に
関
す
る
こ
と
。

八

災
害
救
助
活
動
及
び
水
防
本
部
活
動
の
実
施
推

進
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九

本
部
及
び
地
方
本
部
の
設
置
又
は
廃
止
並
び
に

配
備
規
模
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

十

政
府
、
国
会
、
そ
の
他
関
係
機
関
に
対
す
る
要

望
書
陳
情
書
等
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

政
府
、
国
会
、
そ
の
他
関
係
機
関
等
の
災
害

地
調
査
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

十
三

気
象
・
水
象
情
報
の
収
集
、
伝
達
に
関
す
る

こ
と
。
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十
四

被
害
情
報
の
収
集
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

緊
急
初
動
班
、
災
害
情
報
セ
ン
タ
ー
、
災
害

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
及
び
臨
時
の
班
の
指
導
に
関
す

る
こ
と
。

十
六

災
害
資
料
の
作
成
及
び
災
害
記
録
に
関
す
る

こ
と
。

十
七

市
町
村
、
消
防
機
関
の
動
員
等
に
つ
い
て
の

指
示
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

災
害
時
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
に
関
す

る
こ
と
。

十
九

県
防
災
行
政
無
線
の
運
用
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

二
十

災
害
用
諸
物
資
の
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

他
部
の
所
管
に
属
さ
な
い
こ
と
。

総

合

指

令

部

広

報

班

一

テ
レ
ビ
放
送
、
ラ
ジ
オ
放
送
、
新
聞
発
表
そ
の

他
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

二

ニ
ュ
ー
ス
カ
ー
の
現
地
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
写
真
の
撮
影
、
収
集
及
び
記
録
に
関
す
る

こ
と
。

緊

急

初

動

班

一

本
部
設
置
後
に
お
い
て
、
総
括
班
が
行
う
情
報

の
収
集
及
び
伝
達
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

総
括
班
が
行
う
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
の
応

援
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
本
部
長
が
特
に
命
ず
る
事
務
に
関
す
る

こ
と
。

災
害
情
報
セ
ン
タ
ー

一

県
民
に
対
す
る
各
種
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ

と
。

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班

一

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及

び
伝
達
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
団
体
等
と
の

連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

秘

書

班

一

本
部
長
及
び
副
本
部
長
の
秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

行
政
経
営
企
画
班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

防
災
功
労
者
の
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
関
係
文
書
の
浄
書
、
受
領
及
び
発
送
に
関

す
る
こ
と
。

人

事

班

一

職
員
の
動
員
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
員
の
派
遣
要
請
又
は
派
遣
受
諾
及
び
派
遣
職

員
の
身
分
取
扱
い
等
に
関
す
る
こ
と
。

総

務

部

財

政

班

一

災
害
の
応
急
費
、
災
害
対
策
本
部
等
の
予
算
措

置
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
議
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

税

務

班

一

災
害
に
よ
る
県
税
の
猶
予
及
び
減
免
に
関
す
る

こ
と
。

財

産

活

用

班

一

本
部
の
設
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

庁
内
の
機
械
、
電
気
及
び
電
話
設
備
の
整
備
に

関
す
る
こ
と
。

三

庁
用
自
動
車
の
配
車
に
関
す
る
こ
と
。

四

公
用
財
産
の
応
急
貸
与
に
関
す
る
こ
と
。

五

他
課
に
属
し
な
い
県
有
財
産
の
被
害
調
査
及
び

復
旧
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

災
害
応
急
対
策
用
諸
物
資
等
の
購
入
に
関
す
る

こ
と
。

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
班

一

職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

り
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す

る
こ
と
。

三

災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四

災
害
対
策
応
急
物
資
等
購
入
品
の
検
収
に
関
す

る
こ
と
。

シ
ス
テ
ム
管
理
班

一

電
子
計
算
機
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
復
旧
対
策

に
関
す
る
こ
と
。

学

事

班

一

公
立
大
学
法
人
の
災
害
対
策
指
導
及
び
災
害
復

旧
に
関
す
る
こ
と
。

私
学

学
事

振
興

局

私
学
振
興
班

一

私
立
学
校
の
災
害
対
策
指
導
及
び
災
害
復
旧
に

関
す
る
こ
と
。

東

京

連

絡

班

一

国
会
、
中
央
官
庁
と
の
連
絡
折
衡
及
び
資
料
配

布
に
関
す
る
こ
と
。

総

合

政

策

班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

大
災
害
時
に
お
け
る
本
部
長
の
特
命
事
項
に
関

す
る
こ
と
。
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広
域
地
域
振
興
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
時
に
お
け
る
交
通
機
関
の
調
整
に
関
す
る

こ
と

(

第
三
セ
ク
タ
ー
鉄
道
及
び
地
方
バ
ス
に
限

る
。)

。

企
画
・
地
域
振
興
部

市
町
村
支
援
班

一

り
災
市
町
村
の
行
財
政
の
助
言
等
に
関
す
る
こ

と
。

情

報

政

策

班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

調

査

統

計

班

一

災
害
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

空
港

対
策

局

空
港
整
備
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

空
港
計
画
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

新
社
会
推
進
部

社
会
活
動
推
進
班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

青

少

年

班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

男
女
共
同
参
画
推
進
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

生

活

安

全

班

一

生
活
必
需
物
資
の
需
要
動
向
調
査
及
び
価
格
の

安
定
に
関
す
る
こ
と
。

国
際

交
流

班

交
流
第
一
班

一

災
害
時
の
外
国
人
渉
外
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

交
流
第
二
班

一

災
害
時
の
外
国
人
渉
外
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

保
健
医
療
介
護
総
務
班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
救
助
全
般
の
具
体
策
の
樹
立
及
び
実
施
に

関
す
る
こ
と
。

保
険
医
療
介
護
部

健

康

増

進

班

一

命
令
入
所
者
の
応
援
救
護
及
び
援
助
に
関
す
る

こ
と
。

二

被
災
者
及
び
給
食
施
設
の
栄
養
指
導
に
関
す
る

こ
と
。

保

健

衛

生

班

一

災
害
時
に
お
け
る
食
品
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

二

と
畜
場
、
化
製
場
等
の
被
害
調
査
及
び
復
旧
に

関
す
る
こ
と
。

三

応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
旅
館
、
飲
食
店

の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

逸
走
し
た
危
険
な
動
物
の
危
害
防
止
に
関
す
る

こ
と
。

五

火
葬
場
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

災
害
時
の
防
疫
に
関
す
る
こ
と
。

七

防
疫
資
材
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

医

療

指

導

班

一

災
害
に
よ
る
医
療
及
び
助
産
に
関
す
る
こ
と
。

二

救
護
班
の
編
成
及
び
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

三

医
療
関
係
機
関
、
団
体
等
と
の
連
絡
に
関
す
る

こ
と
。

四

被
災
者
の
応
急
救
護
に
関
す
る
こ
と
。

五

医
療
関
係
施
設
の
被
害
調
査
及
び
災
害
応
急
復

旧
に
関
す
る
こ
と
。

薬

務

班

一

災
害
時
に
お
け
る
医
薬
品
及
び
衛
生
材
料
の
調

達
並
び
に
配
分
に
関
す
る
こ
と
。

二

薬
事
関
係
施
設
の
被
害
調
査
及
び
災
害
応
急
復

旧
に
関
す
る
こ
と
。

医

療

保

険

班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

高
齢
者
支
援
班

一

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
老
人
保
健
施
設
の
災

害
応
急
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。
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介

護

保

険

班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

福

祉

労

働

部

福

祉

総

務

班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
救
助
全
般
の
具
体
策
の
樹
立
及
び
実
施
に

関
す
る
こ
と
。

三

災
害
救
助
法
の
適
用
に
関
す
る
こ
と
。

四

災
害
救
助
の
市
町
村
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
適
用
に
関
す
る
こ

と
。

六

災
害
弔
慰
金
及
び
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
並

び
に
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
に
関
す
る
こ
と
。

七

福
岡
県
災
害
見
舞
金
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
災
害
救
助
法
に
関
す
る
こ
と
。

九

公
用
令
書
の
発
行
に
関
す
る
こ
と
。

十

義
援
金
品
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

社
会
福
祉
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
に
関
す
る

こ
と
。

十
二

り
災
者
に
対
す
る
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
け

等
に
関
す
る
こ
と
。

子
育
て
支
援
班

一

児
童
福
祉
施
設

(
保
育
所)

の
災
害
応
急
復
旧

に
関
す
る
こ
と
。

児

童

家

庭

班

一

児
童
福
祉
施
設

(

保
育
所
以
外)
の
災
害
応
急

復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
地
に
必
要
な
救
助
用
食
糧
及
び
物
資
、
器

材
の
要
求
量
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

救
助
用
食
糧
及
び
物
資
、
器
材
の
配
分
計
画
、

保
管
並
び
に
出
納
に
関
す
る
こ
と
。

障
害
者
福
祉
班

一

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

障
害
福
祉
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
に
関
す
る
こ

と
。

保
護
・
援
護
班

一

り
災
者
の
生
活
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

労
働
政
策
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

新
雇
用
開
発
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

労
働

局

職
業
能
力
開
発
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

人
権

・
同

和
対

策
局

調

整

班

一

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

環

境

部

環

境

政

策

班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

環

境

保

全

班

一

災
害
時
に
お
け
る
公
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

循
環
型
社
会
推
進
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

廃
棄
物
対
策
班

一

災
害
地
の
環
境
衛
生
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
時
の
廃
棄
物
処
理
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

監

視

指

導

班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

自

然

環

境

班

一

災
害
地
の
自
然
公
園
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

商

工

部

商

工

政

策

班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
措
置
用
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品

の
確
保
及
び
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

三

応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
救
助
用
物
資
等

の
保
管
命
令
又
は
収
用
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
振
興
班

一

商
店
街
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

東
京
事
務
所
及
び
大
阪
事
務
所
を
通
じ
て
、
関

東
及
び
関
西
地
方
に
お
け
る
災
害
用
物
資
等
の
あ

っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
経
営
金
融
班

一

り
災
に
伴
う
中
小
企
業
者
の
金
融
に
関
す
る
こ

と
。

二

り
災
中
小
企
業
者
の
経
営
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

国
際
経
済
観
光
班

一

観
光
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

貿
易
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
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新
産
業
・
技
術
振
興
班

一

り
災
中
小
企
業
者
の
復
旧
の
技
術
指
導
に
関
す

る
こ
と
。

工

業

保

安

班

一

採
石
、
ガ
ス
及
び
火
薬
災
害
復
旧
の
技
術
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

企

業

立

地

班

一

誘
致
企
業
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
政
策
班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

農
山
漁
村
振
興
班

一

農
山
漁
村
等
の
被
災
の
実
態
把
握
に
関
す
る
こ

と
。

農
林
水
産
物
安
全
班

一

農
作
物
の
病
害
虫
防
除
に
関
す
る
こ
と
。

二

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

三

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

団

体

指

導

班

一

農
業
金
融
に
関
す
る
こ
と
。

二

被
災
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
農
林
漁
業
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
そ
の
他
災
害
復
旧
資
金
の
融
資

及
び
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

三

農
業
共
済
金
の
早
期
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

四

農
業
協
同
組
合
の
被
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

園

芸

振

興

班

一

農
作
物
及
び
生
産
施
設
の
被
災
地
の
実
態
把
握

に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
措
置
用
農
作
物
の
種
苗
の
補
給
に
関
す
る

こ
と
。

水
田
農
業
振
興
班

一

救
助
用
食
糧
の
確
保
及
び
供
給
に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
救
助
用
食
糧
の

保
管
命
令
又
は
収
容
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
稲
、
麦
及
び
大
豆

の
種
子
の
供
給
に
関
す
る
こ
と
。

経
営
技
術
支
援
班

一

所
管
出
先
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

二

被
害
状
況
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

三

技
術
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

畜

産

班

一

家
畜
伝
染
病
の
防
疫
に
関
す
る
こ
と
。

二

家
畜
飼
料
の
補
給
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三

応
急
措
置
用
副
食
物
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

農

村

整

備

班

一

農
地
及
び
農
業
用
施
設
の
水
防
活
動
及
び
応
急

復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
所
管
の
海
岸
堤
防
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ

と
。

三

冠
水
農
地
の
排
水
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
す
べ
り
、
土
砂
崩
壊
に
よ
る
災
害
対
策
に
関

す
る
こ
と
。

農

林

水

産

部

林

業

振

興

班

一

被
害
情
報
の
収
集
及
び
林
野
庁
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
木
材
等
の
保
管

命
令
又
は
収
容
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
救
助
に
要
す
る
燃
料
用
木
材
及
び
応
急
措

置
に
要
す
る
木
材
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

四

林
道
及
び
林
産
物
生
産
施
設
の
応
急
復
旧
措
置

に
関
す
る
こ
と
。

五

災
害
復
旧
用
林
業
用
種
苗
の
確
保
及
び
あ
っ
せ

ん
に
関
す
る
こ
と
。

六

林
木
竹
の
病
虫
害
の
防
除
に
関
す
る
こ
と
。

森

林

保

全

班

一

災
害
荒
廃
林
等
の
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ

と
。

水
産

局

漁
業
管
理
班

一

応
急
処
置
用
水
産
物
の
確
保
及
び
あ
っ
せ
ん
に

関
す
る
こ
と
。

二

応
急
救
助
用
船
艇
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

三

漁
船
保
険
金
の
早
期
支
払
及
び
漁
船
損
害
補
償

事
業
の
指
導
並
び
に
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

四

り
災
に
伴
う
漁
業
金
融
及
び
漁
船
・
漁
具
の
災

害
復
旧
資
金
の
融
資
に
関
す
る
こ
と
。

水
産
振
興
班

一

水
産
共
同
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す

る
こ
と
。

二

漁
港
及
び
漁
港
区
域
内
海
岸
の
災
害
応
急
復
旧

措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

高
潮
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四

災
害
時
に
お
け
る
公
有
水
面

(

漁
港
区
域
内
の

海
面)

に
関
す
る
こ
と
。
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県
土
整
備
総
務
班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
措
置
に
つ
い
て
の
工
作
班
編
成
及
び
派
遣

に
関
す
る
こ
と
。

三

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関

す
る
こ
と
。

県

土

整

備

部

企

画

交

通

班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

災
害
時
に
お
け
る
交
通
機
関
の
調
整
に
関
す
る

こ
と

(

他
部
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

三

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

用

地

班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

道

路

維

持

班

一

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関

す
る
こ
と
。

二

道
路
及
び
橋
り
ょ
う
の
応
急
復
旧
工
事
に
関
す

る
こ
と
。

道

路

建

設

班

一

道
路
及
び
橋
り
ょ
う
の
応
急
復
旧
工
事
の
応
援

に
関
す
る
こ
と
。

河

川

班

一

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関

す
る
こ
と
。

二

河
川
の
被
害
調
査
及
び
災
害
応
急
対
策
に
関
す

る
こ
と
。

河

川

開

発

班

一

建
設
中
の
ダ
ム
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す

る
こ
と
。

二

県
営
地
方
用
水
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
施
設
に

関
す
る
こ
と
。

港

湾

班

一

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関

す
る
こ
と
。

二

港
湾
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

高
潮
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四

災
害
関
係
航
路
の
標
識
に
関
す
る
こ
と
。

五

災
害
時
に
お
け
る
公
有
水
面

(

海
面)

に
関
す

る
こ
と
。

砂

防

班

一

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関

す
る
こ
と
。

二

砂
防
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ

と
。

高
速
道
路
対
策
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

水
資
源
対
策
班

一

総
合
的
な
水
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
地
の
給
水
及
び
上
水
道
の
管
理
指
導
に
関

す
る
こ
と
。

三

ろ
水
器
及
び
給
水
車
の
配
車
対
策
に
関
す
る
こ

と
。

北
部
福
岡
緊
急
連
絡
管
建
設
班

一

北
部
福
岡
緊
急
連
絡
管
建
設
事
業
に
関
す
る
こ

と
。

建

築

都

市

部

建
築
都
市
総
務
班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

都

市

計

画

班

一

都
市
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ

と
。

二

被
災
宅
地
の
危
険
度
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

建

築

指

導

班

一

応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
建
築
技
術
者
等

に
対
す
る
従
事
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

二

建
築
物
の
災
害
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

応
急
仮
設
建
築
物
の
建
築
基
準
法
適
用
除
外
に

関
す
る
こ
と
。

四

被
災
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
に
関
す
る
こ

と
。

五

被
災
市
街
地
に
お
け
る
建
築
制
限
に
関
す
る
こ

と
。

六

住
宅
金
融
公
庫
の
特
別
融
資
に
関
す
る
こ
と
。

公

園

街

路

班

一

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関

す
る
こ
と
。

二

都
市
公
園
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ

と
。

下

水

道

班

一

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関

す
る
こ
と
。

二

下
水
道
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

住

宅

計

画

班

一

災
害
公
営
住
宅
に
関
す
る
こ
と
。
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県

営

住

宅

班

一

県
営
住
宅
の
応
急
修
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
仮
設
住
宅
の
建
築
に
関
す
る
こ
と
。

三

応
急
仮
設
住
宅
及
び
公
営
住
宅
の
供
与
に
関
す

る
こ
と
。

営

繕

設

備

班

一

県
有
建
物
の
応
急
修
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
仮
施
設
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

三

応
急
仮
設
住
宅
の
建
設
に
お
け
る
設
備
に
関
す

る
こ
と
。

会

計

管

理

部

会

計

班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

企

業

部

管

理

班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
営
発
電
所
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る

こ
と
。

三

工
業
用
水
道
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る

こ
と
。

総

務

班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

教
育
委
員
会
及
び
教
育
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

三

部
長
及
び
副
部
長
の
秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

四

事
務
局
職
員
の
動
員
に
関
す
る
こ
と
。

五

防
災
に
つ
い
て
の
広
報
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

六

職
員
の
保
健
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

財

務

班

一

災
害
復
旧
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

二

り
災
者
に
係
る
授
業
料
の
免
除
及
び
就
学
援
助

に
関
す
る
こ
と
。

文
化
財
保
護
班

一

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

企

画

調

整

班

一

地
方
班
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

社

会

教

育

班

一

社
会
教
育
施
設
及
び
設
備
の
災
害
予
防
並
び
に

災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

二

社
会
教
育
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ

と
。

教

職

員

班

一

県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お
け
る
教
職

員
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お
け
る
教
職

員
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

施

設

班

一

文
教
施
設
設
備
の
災
害
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
に
伴
う
文
教
施
設
の
応
急
修
理
に
関
す
る

こ
と
。

三

文
教
施
設
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

教

育

部

高

校

教

育

班

一

県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
高
一
貫
教
育
校

(

以
下

｢

県
立
高
等
学
校
等｣

と
い
う
。)

に
お
け

る
教
職
員
及
び
生
徒
に
対
す
る
防
災
知
識
の
普
及

に
関
す
る
こ
と
。

二

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
生
徒
の
避
難
に
関

す
る
こ
と
。

三

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
応
急
教
育
の
方
法

に
関
す
る
こ
と
。

四

県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
生
徒
に
対
す
る
教

科
書
、
教
材
及
び
学
用
品
の
調
達
に
関
す
る
こ
と
。

五

育
英
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

義

務

教

育

班

一

県
立
特
別
支
援
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お

け
る
教
職
員
並
び
に
児
童
及
び
生
徒
に
対
す
る
防

災
知
識
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
立
特
別
支
援
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お

け
る
児
童
及
び
生
徒
の
避
難
に
関
す
る
こ
と
。

三

県
立
特
別
支
援
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お

け
る
応
急
教
育
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

四

県
立
特
別
支
援
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
に
お

け
る
教
科
書
、
教
材
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

人
権
・
同
和
教
育
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
班

一

交
通
安
全
に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及
に
関
す
る

こ
と
。

二

災
害
復
旧
の
学
校
環
境
衛
生
の
指
導
に
関
す
る

こ
と
。

三

被
災
学
校
給
食
設
備
の
応
急
修
理
及
び
代
替
施

設
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

四

被
災
学
校
の
給
食
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五

児
童
及
び
生
徒
の
保
健
管
理
及
び
保
健
指
導
に

関
す
る
こ
と
。

六

体
育
施
設
及
び
設
備
の
災
害
予
防
並
び
に
災
害

復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

七

体
育
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。



注

公
安
部
に
つ
い
て
は
、
公
安
部
長
が
別
に
定
め
る
。

別
表
第
四

(

第
十
二
条
関
係)

【
地
方
本
部
分
掌
事
務
】

【
出
先
機
関
各
班
分
掌
事
務
】

別
表
第
五

(

第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係)

一

本
部
配
備
要
員
数

� � � � ���������� �	� 
���� �����

班

名

分

掌

事

務

総

括

班

一

総
合
指
令
部
総
括
班
が
行
う
被
害
情
報
収
集
の
補
完

(

現
地
調
査
業
務
を

含
む
。)

及
び
当
該
収
集
し
た
情
報
の
総
合
指
令
部
総
括
班
へ
の
報
告
に
関

す
る
こ
と
。

二

総
合
指
令
部
総
括
班
が
指
定
し
た
被
害
の
甚
大
な
市
町
村
へ
の
情
報
連
絡

員
の
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

三

総
合
指
令
部
総
括
班
が
行
う
市
町
村
及
び
県
民
か
ら
の
支
援
要
請
に
係
る

情
報
収
集
の
補
完

(

現
地
調
査
業
務
を
含
む
。)

及
び
当
該
収
集
し
た
情
報

の
総
合
指
令
部
総
括
班
へ
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
総
務
部
長
が
指
示
し
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

農

林

班

一

農
林
、
漁
業
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
指
導
、
連
絡
及
び
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

二

救
助
用
食
糧
の
確
保
及
び
供
給
に
関
す
る
こ
と
。

三

総
括
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

班

名

分

掌

事

務

保
健
福
祉
環
境
班

一

災
害
救
助
法
の
適
用
に
係
る
調
査
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

二

市
町
村
災
害
救
助
活
動
の
指
導
、
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
業
務
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

四

災
害
救
助
物
資
の
調
達
に
関
す
る
こ
と
。

五

社
会
福
祉
施
設
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

義
援
物
資
の
受
付
、
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

七

災
害
救
助
に
関
す
る
他
班
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八

医
療
、
助
産
及
び
埋
葬
に
関
す
る
こ
と
。

九

食
品
衛
生
、
飲
料
水
等
に
関
す
る
こ
と
。

十

り
災
者
の
栄
養
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

防
疫
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

救
護
班
の
編
成
及
び
救
護
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

医
療
品
並
び
に
防
疫
用
薬
剤
及
び
資
材
の
調
達
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他
保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

土

木

建

築

班

一

水
防
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

二

市
町
村
地
域
に
お
け
る
被
害
情
報
の
収
集
並
び
に
県
土
整
備
部
及
び
建
築

都
市
部
関
係
班
へ
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
時
に
お
け
る
道
路
、
橋
り
ょ
う
等
の
交
通
に
関
す
る
こ
と
。

四

応
急
仮
設
住
宅
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
営
住
宅
の
応
急
対
策
及
び
供
与
に
関
す
る
こ
と
。

六

応
急
措
置
実
施
の
た
め
の
工
作
班
の
編
成
及
び
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

七

住
宅
金
融
公
庫
の
特
別
融
資
に
関
す
る
こ
と
。

八

被
災
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

九

そ
の
他
土
木
及
び
建
築
に
関
す
る
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

配
備
要
員
定
数

(

人)

名

称

班

名

第
一
配
備

第
二
配
備

第
三
配
備

第
四
配
備

総
合
指
令
部

総

括

班

三
一

三
一

三
一

全

員

広

報

班

三

三

五

全

員

緊

急

初

動

班

七
〇

七
〇

災

害

情

報

セ

ン

タ

ー

必
要
に
応
じ
て
要
員
を
配
備

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班

必
要
に
応
じ
て
要
員
を
配
備

小

計

三
四

三
四

三
六

総

務

部

秘

書

班

一

一

二

全

員

行

政

経

営

企

画

班

一

二

三

全

員

人

事

班

一

二

三

全

員

財

政

班

一

二

三

全

員

税

務

班

二

全

員

財

産

活

用

班

五

一
〇

一
四

全

員

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
班

一

二

全

員

シ

ス

テ

ム

管

理

班

一

全

員

私
学
学
事
振
興
局

学

事

班

一

全

員

私
学
振
興
班

一

全

員
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東

京

連

絡

班

二

全

員

小

計

九

一
八

三
四

企
画
・
地
域
振
興
部

総

合

政

策

班

一

二

三

全

員

広

域

地

域

振

興

班

二

全

員

市

町

村

支

援

班

二

全

員

情

報

政

策

班

一

全

員

調

査

統

計

班

二

全

員

空
港
対
策
局

空
港
整
備
班

全

員

空
港
計
画
班

全

員

小

計

一

二

一
〇

新
社
会
推
進
部

社

会

活

動

推

進

班

一

一

一

全

員

青

少

年

班

全

員

県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
班

全

員

男
女
共
同
参
画
推
進
班

全

員

生

活

安

全

班

一

全

員

国
際
交
流
局

交
流
第
一
班

一

全

員

交
流
第
二
班

全

員

小

計

一

一

三

保
健
医
療
介
護
部

保
健
医
療
介
護
総
務
班

二

三

五

全

員

健

康

増

進

班

三

一
〇

全

員

保

健

衛

生

班

三

全

員

医

療

指

導

班

三

七

全

員

薬

務

班

一

三

全

員

医

療

保

険

班

二

八

全

員

高

齢

者

支

援

班

一

一

三

全

員

介

護

保

険

班

二

全

員

小

計

三

一
三

四
一

福

祉

総

務

班

二

三

五

全

員

子

育

て

支

援

班

一

一

二

全

員

福
祉
労
働
部

児

童

家

庭

班

一

二

八

全

員

障

害

者

福

祉

班

一

一

三

全

員

保

護

・

援

護

班

三

八

全

員

労

働

局

労
働
政
策
班

一

一

全

員

新
雇
用
開
発
班

一

全

員

職
業
能
力
開
発
班

一

全

員

人
権
・
同
和

対
策
局

調

整

班

二

全

員

小

計

五

一
一

三
一

環

境

部

環

境

政

策

班

一

一

二

全

員

環

境

保

全

班

一

二

全

員

循

環

型

社

会

推

進

班

全

員

廃

棄

物

対

策

班

一

二

全

員

監

視

指

導

班

全

員

自

然

環

境

班

一

全

員

小

計

一

三

七

商

工

部

商

工

政

策

班

一

二

三

全

員

中

小

企

業

振

興

班

一

全

員

中
小
企
業
経
営
金
融
班

二

全

員

国

際

経

済

観

光

班

一

全

員

新
産
業
・
技
術
振
興
班

一

全

員

工

業

保

安

班

一

一

二

全

員

企

業

立

地

班

一

二

全

員

小

計

二

四

一
二

農

林

水

産

政

策

班

二

三

五

全

員

農

山

漁

村

振

興

班

三

全

員

農

林

水

産

物

安

全

班

三

全

員



二

地
方
本
部
配
備
要
員
数

� � � � ���������� �	� 
���� �����

団

体

指

導

班

三

全

員

農
林
水
産
部

園

芸

振

興

班

二

二

四

全

員

水

田

農

業

振

興

班

三

全

員

経

営

技

術

支

援

班

二

二

四

全

員

畜

産

班

二

全

員

農

村

整

備

班

二

二

五

全

員

林

業

振

興

班

一

二

三

全

員

森

林

保

全

班

一

二

三

全

員

水

産

局

漁
業
管
理
班

一

一

二

全

員

水
産
振
興
班

一

一

二

全

員

小

計

一
二

一
五

四
二

県
土
整
備
部

県

土

整

備

総

務

班

二

四

四

全

員

企

画

交

通

班

二

三

全

員

用

地

班

四

四

全

員

道

路

維

持

班

六

一
二

一
二

全

員

道

路

建

設

班

一

八

八

全

員

河

川

班

一
二

二
五

二
五

全

員

河

川

開

発

班

二

六

六

全

員

港

湾

班

二

四

四

全

員

砂

防

班

二

八

八

全

員

高

速

道

路

対

策

班

二

二

全

員

水

資

源

対

策

班

一

二

全

員

北
部
福
岡
緊
急
連
絡
管
建
設
班

全

員

小

計

二
七

七
六

七
八

建

築

都

市

総

務

班

二

二

四

全

員

都

市

計

画

班

一

一

四

全

員

建

築

指

導

班

二

五

全

員

公

園

街

路

班

一

四

四

全

員

下

水

道

班

一

四

四

全

員

建
築
都
市
部

住

宅

計

画

班

五

一
三

全

員

県

営

住

宅

班

一

二

四

全

員

営

繕

設

備

班

二

九

全

員

小

計

六

二
二

四
七

会
計
管
理
部

会

計

班

一

二

三

全

員

小

計

一

二

三

企

業

部

管

理

班

一

二

四

全

員

小

計

一

二

四

合

計

一
〇
三

二
〇
三

三
四
八

配
備
要
員
定
数

(

人)

名

称

班

名

第
一
配
備

第
二
配
備

第
三
配
備

第
四
配
備

福

岡

地

方

本

部

(

福
岡
農
林
事
務
所
内)

総

括

班

二

四

八

全

員

農

林

班

二

三

一
〇

全

員

両

築

地

方

本

部

(

朝
倉
農
林
事
務
所
内)

総

括

班

二

四

八

全

員

農

林

班

二

三

一
〇

全

員

(

合
所
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

北

九

州

地

方

本

部

(

八
幡
農
林
事
務
所
内)

総

括

班

二

四

八

全

員

農

林

班

二

三

一
〇

全

員

筑

豊

地

方

本

部

(

飯
塚
農
林
事
務
所
内)

総

括

班

二

四

八

全

員

農

林

班

二

三

一
〇

全

員

筑

後

地

方

本

部

(
筑
後
農
林
事
務
所
内)

総

括

班

二

四

八

全

員

農

林

班

二

三

一
〇

全

員

京

築

地

方

本

部

(

行
橋
農
林
事
務
所
内)

総

括

班

二

四

八

全

員

農

林

班

二

三

一
〇

全

員



三

出
先
機
関
各
班
配
備
要
員
数

注
一

第
八
条
第
二
項
に
定
め
る
緊
急
初
動
班
の
配
備
要
員
数
に
つ
い
て
は
、
本
部
長
が
別
に
定
め

る
。

� � � � ���������� �	� 
���� ��� ��

配
備
要
員
定
数

(

人)

班

名

第
一
配
備

第
二
配
備

第
三
配
備

第
四
配
備

筑

紫

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
〇

全

員

粕

屋

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
〇

全

員

宗

像

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
〇

全

員

朝

倉

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
〇

全

員

糸

島

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
〇

全

員

遠

賀

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
〇

全

員

鞍

手

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
五

全

員

嘉

穂

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
五

全

員

田

川

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
五

全

員

久

留

米

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

二
〇

全

員

八

女

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
五

全

員

山

門

保

健

福

祉

環

境

班

四

六

一
五

全

員

京

築

保

健

福

祉

環

境

班

二

四

一
八

全

員

福

岡

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

福

岡

土

木

建

築

班

(

鳴
淵
・
猪
野
ダ
ム
管
理
出
張
所)

三

五

全

員

全

員

久

留

米

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

柳

川

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

直

方

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

直

方

土

木

建

築

班

(

力
丸
・
犬
鳴
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

直

方

土

木

建

築

班

(

福
智
山
ダ
ム
管
理
出
張
所)

三

五

全

員

全

員

行

橋

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

前

原

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

前

原

土

木

建

築

班

(

瑞
梅
寺
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

朝

倉

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

八

女

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

八

女

土

木

建

築

班

(

日
向
神
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

北

九

州

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

北

九

州

土

木

建

築

班

(

ま
す
渕
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

田

川

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

田

川

土

木

建

築

班

(

油
木
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

田

川

土

木

建

築

班

(

陣
屋
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

飯

塚

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

那

珂

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

那

珂

土

木

建

築

班

(

南
畑
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

那

珂

土

木

建

築

班

(

山
神
・
牛
頸
・
北
谷
ダ
ム
管
理
出
張
所)

全

員

全

員

全

員

全

員

大

牟

田

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

豊

前

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

宗

像

土

木

建

築

班

一
〇

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

藤
波
ダ
ム
建
設
土
木
建
築
班

三

五

全

員

全

員

五
ケ
山
ダ
ム
建
設
土
木
建
築
班

三

五

全

員

全

員

伊
良
原
ダ
ム
建
設
土
木
建
築
班

三

五

全

員

全

員

苅

田

港

務

土

木

建

築

班

五

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員

流

域

下

水

道

土

木

建

築

班

二

所
属
職
員
の
半
数

全

員

全

員



二

教
育
部
及
び
公
安
部
配
備
要
員
数
に
つ
い
て
は
、
部
長
が
別
に
定
め
る
。

三

配
備
要
員
定
数
に
は
、
班
長
を
含
ま
な
い
。

四

小
計
及
び
合
計
に
は
、
緊
急
初
動
班
を
含
ま
な
い
。

五

右
記
定
数
と
は
別
に
、
長
期
化
し
た
際
の
体
制
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る
。

別
表
第
六

(

第
十
四
条
関
係)

別
表
第
七

(

第
二
十
二
条
関
係)

別
表
第
八

(

第
二
十
二
条
関
係)

注
一

配
備
要
員
定
数
に
は
、
班
長
を
含
ま
な
い
。

二

水
防
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
は
、
道
路
班
、
河
川
班
及
び
砂
防
班
の
配
備
要
員
は
水
防

本
部
と
の
兼
務
職
員
と
し
て
配
備
す
る
。

別
表
第
九

(

第
二
十
二
条
関
係)

【
警
戒
本
部
分
掌
事
務
】

� � � � ���������� �	� 
���� �����

部

名

班

名

連

絡

員

総

合

指

令

部

広

報

班

県
民
情
報
広
報
課
課
長
補
佐

総

務

部

行
政
経
営
企
画
班

行
政
経
営
企
画
課
副
課
長

人

事

班

人

事

課

副

課

長

財

政

班

財

政

課

副

課

長

企
画
・
地
域
振
興
部

総

合

政

策

班

総

合

政

策

課

副

課

長

新

社

会

推

進

部

社
会
活
動
推
進
班

社
会
活
動
推
進
課
副
課
長

保
健
医
療
介
護
部

保
健
医
療
介
護
総
務
班

保
健
医
療
介
護
総
務
課
副
課
長

福

祉

労

働

部

福

祉

総

務

班

福
祉
総
務
課
企
画
広
報
監

環

境

部

環

境

政

策

班

環

境

政

策

課

副

課

長

商

工

部

商

工

政

策

班

商

工

政

策

課

副

課

長

農

林

水

産

部

農
林
水
産
政
策
班

農
林
水
産
政
策
課
副
課
長

県

土

整

備

部

県
土
整
備
総
務
班

県
土
整
備
総
務
課
副
課
長

建

築

都

市

部

建
築
都
市
総
務
班

建
築
都
市
総
務
課
副
課
長

会

計

管

理

部

会

計

班

会

計

課

副

課

長

企

業

部

管

理

班

管

理

課

課

長

補

佐

教

育

部

総

務

班

総

務

課

副

課

長

公

安

部

警

備

班

災

害

対

策

室

長

班

名

班

長

名

総

括

班

消

防

防

災

課

長

広

報

班

県

民

情

報

広

報

課

長

福

祉

総

務

班

福

祉

総

務

課

長

農
林
水
産
政
策
班

農

林

水

産

政

策

課

長

道

路

班

道

路

維

持

課

長

河

川

班

河

川

課

長

砂

防

班

砂

防

課

長

班

名

班

長

名

総

括

班

一
〇
名

広

報

班

二
名

福

祉

総

務

班

二
名

農
林
水
産
政
策
班

二
名

道

路

班

一
名

河

川

班

一
名

砂

防

班

一
名

計

一
九
名

班

名

分

掌

事

務

総

括

班

一

警
戒
本
部
の
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

二

各
部
及
び
警
戒
地
方
本
部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
戒
本
部
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

四

市
町
村
の
災
害
応
急
対
策
に
つ
い
て
の
必
要
な
指
示
に
関
す
る
こ
と
。

五

災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
諸
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

自
衛
隊
の
派
遣
要
請
及
び
協
力
機
関
の
協
力
要
請
に
関
す
る
こ
と
。

七

災
害
救
助
活
動
及
び
水
防
活
動
の
実
施
推
進
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八

警
戒
本
部
及
び
警
戒
地
方
本
部
の
設
置
又
は
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

九

災
害
時
に
お
け
る
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

一
〇

気
象
・
水
象
情
報
の
収
集
、
伝
達
に
関
す
る
こ
と
。



�
�

�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�

����������	

 ������������ ��� ��������� !"# $%�&'()&)$)$*
�+,������$$$
 ������-./012�3� 456789:;<= >!"# $%�&(��&�)'
*

別
表
第
十
及
び
別
表
第
十
一
中

｢
(

第
二
十
二
条
関
係)

｣

を

｢
(

第
二
十
三
条
関
係)

｣
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

� � � � �?@�$A�B�C BDC E/FGH� IJK �'

一
一

被
害
情
報
の
収
集
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

一
二

市
町
村
、
消
防
機
関
の
動
員
等
に
つ
い
て
の
指
示
に
関
す
る
こ
と
。

一
三

県
防
災
行
政
無
線
の
運
用
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

一
四

災
害
用
諸
物
資
の
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。

一
五

他
部
に
属
さ
な
い
こ
と
。

広

報

班

一

テ
レ
ビ
放
送
、
ラ
ジ
オ
放
送
、
新
聞
発
表
そ
の
他
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

福

祉

総

務

班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

応
急
救
助
全
般
の
具
体
策
の
樹
立
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
救
助
法
の
適
用
に
関
す
る
こ
と
。

四

災
害
救
助
の
市
町
村
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
適
用
に
関
す
る
こ
と
。

六

災
害
弔
慰
金
及
び
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
並
び
に
災
害
援
護
資
金
の
貸

付
に
関
す
る
こ
と
。

七

福
岡
県
災
害
見
舞
金
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
災
害
救
助
法
に
関
す
る
こ
と
。

九

公
用
令
書
の
発
行
に
関
す
る
こ
と
。

農

林

水

産

班

一

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

道

路

班

一

福
岡
県
の
水
防
計
画
書
で
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

道
路
及
び
橋
り
ょ
う
の
応
急
復
旧
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

河

川

班

一

福
岡
県
の
水
防
計
画
書
で
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

河
川
の
被
害
調
査
及
び
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

砂

防

班

一

福
岡
県
の
水
防
計
画
書
で
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

砂
防
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と
。


